
【様式②】

市　長 副市長 教育長

会計管理者 議会事務局長

開 催 日 令和６年11月20日

出 席 者

場 所 市役所本庁舎　４階会議室

総合病院事務部次長（代理）

原案のとおり進める。

議 題 第２次宍粟市一般廃棄物処理基本計画骨子案について

決 定 事 項

基本施策

総合戦略での
位置付け

総合計画での
位置付け

基本目標

基本方針

１．住み続けたい、住んでみたいまち

②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり

【6】資源循環型社会の構築

課 題

令和６年度をもって、第１次宍粟市一般廃棄物処理基本計画（Ｈ22～Ｒ６）の計画期
間が満了するが、宍粟市のごみ処理に関して総合的かつ中長期的に必要な施策を推進
する基本方針であり、ごみの排出抑制及び適正な処理を進めるために必要な基本的事
項を定める計画のため、引き続き第２次の計画として策定する必要がある。

【住む】集落・地域の活性化と移住・定住の促進

現 状

産業部長

農業委員会事務局長 建設部長 一宮市民局長 波賀市民局長 千種市民局長

市長公室長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき策定した計画により、市内のごみ処理と
生活排水の処理を行っている。
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